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沈
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符
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寓
暦
野
獲
編
』
の
山
人

山

『紳
宗
賓
録
』
の
山
人

川
内
憂
外
患
の
中
の
山
人

同

山

人

像

の

愛

化

山

外

の
山
人
|
|
明
末
山
人
の
弊

山
人
と
は
な
に
か
と
問
、
っ
た
れ
ば

山
中
に
住
ま
う
も
の
に
は
あ
ら
ず

た
だ
面
の
皮
を
ば
厚
く
し

へ
ぼ
な
詩
を
ち
ょ
い
と
書
く
ば
か
り

文
士
の
し
る
し
の
角
頭
巾
か
ぶ
り
、
治
ま
る
御
世
の
め
で
た
き
民
と
稀
し

い
た
る
と
こ
ろ
に
名
刺
を
く
ば
る
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「
都
の
さ
る
お
え
ら
方
、
近
頃
そ
れ
が
し
の
も
と
へ
手
紙
を
く
だ
さ
れ
た

文

古小
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郷
里
の
さ
る
お
え
ら
方
、
そ
れ
が
し
と
は
呪
懇
の
仲
」

別
れ
際
に
、
「
さ
れ
ば
そ
れ
が
し
の
縁
者
よ
り
ひ
と
つ
お
願
い
が
あ
り
ま
す
る
」
と
て

「
み
な
の
た
め
な
る
公
ご
と
な
れ
ど
、

た
だ
銀
子
が
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
」
と
ぬ
か
し
お
る
。

(間
山
人
、
誼
不
在
山
中
住
。
止
無
過
老
着
験
、
{
局
幾
句
歪
詩
。
帯
方
巾
橋
治
民
、
到
慮
去
投
刺
。
京
中
某
老
先
、
近
有
書
到
治
民
慮
。

郷
中
某
老
先
、
他
輿
治
民
最
相
知
。
臨
別
有
舎
親

一
事
干
求
也
、
只
説
篤
公
遁
況
銀
子
。
)

明
末
の
寓
暦
年
問
、
山
人
と
よ
ば
れ
る
、
今
日
風
に
い
え
ば
あ
る
種
の
文
化
人
の

一
群
が
祉
舎
に
横
行
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
物
議
を
か
も
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
富
時
す
で
に
こ
れ
を
榔
撒
冷
笑
し
た
言
辞
が
多
く
博
え
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
あ
ら
ま
し
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
山
人
の
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言
動
を
風
刺
し
た
右
の
詩
は
、
明
末
の
異
色
の
文
人
、
源
問
夢
龍

(
一
五
四
六
|
一
六
O
五
)
が
編
ん
だ
俗
諸
集
『
掛
校
児
』
巻
九
「
語
部
」
に
み

え
る
。
鴻
夢
龍
は
こ
の
詩
を
「
山
人
の
伎
爾
を
描
き
蓋
く
し
た
」
と
評
し
た
う
え
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
笑
話
を
紹
介
す
る
。

人
事
移
動
で
濁
民
牒

(人
民
が

一
人
だ
け
の
豚
と
い
う
意
味
)
の
知
事
に
な
っ
た
者
が
い
た
。
あ
る
日
、
知
事
が
外
出
す
る
の
で
、
そ
の

つ
ま
り
濁
民
が
知
事
を
背
負
っ
て
行
く
と
、
途
中
で
雨
が
降
っ
て
き
た
。
知
事
は
詩
を
吟
じ
て
、
「
命
は
苦
し

く
官
は
卑
し
く
奈
何
と
も
す
る
な
し
、
紛
紛
た
る
細
雨
一
人
に
駄
が
る
」
と
言
っ
て
、
後
の
二
句
を
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
る
と
、
濁
民
が
あ

一
人
し
か
い
な
い
人
民
、

と
を
引
き
取
っ
て
、
「
口
中
に
遁
を
喝
し

(貴
人
の
行
列
の
露
挑
い
が
大
撃
で
通
行
を
知
ら
せ
る
こ
と
)
肩
に
は
輔
を
か
つ
ぐ
。
手
に
は
板
子

(罪
人
を
打
つ
杖
)
を
抱
き
、

脚
は
奔
波
す
」
と
吟
じ
た
。
こ
れ
を
聞
い
た
知
事
殿
、
「
そ
ち
も
大
儀
じ
ゃ
な
」
と
言
、
っ
と
、
濁
民
さ

っ
そ

(
2
)
 

く
知
事
を
降
ろ
し
お
僻
儀
を
し
て
言
、
つ
に
は
、
「
賓
を
申
し
ま
す
と
、
本
豚
の
山
人
も
手
前
が
粂
ね
て
お
り
ま
す
る
」
。

{"""""¥ 

( 

)
の
中
は
筆
者
注
、
以
下
同
じ
。
〕



山
人
も
粂
ね
て
い
る
の
で
詩
を
作
っ
た
の
だ
か
ら
是
非
ご
祝
儀
を
、
と
い
う
酒
落
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
ど
こ
の
燃
の
役
所
に
も
龍
か
き
、

下
役
が
い
る
よ
う
に
、
山
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
山
人
の
伎
爾
」
と
は
下
手
な
詩
を
ね
た
に
、
役
人
か
ら
金
品
を
せ

び
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
後
に
鳴
夢
龍
は
、
「
山
の
山
な
ら
ず
し
て
、
人
の
人
な
ら
ず
」
と
山
人
を
こ
き
お
ろ
す
。
ま
こ
と
に
辛
錬
で
あ
ろ
う
。

『掛
枝
児
』
と
同
じ
く
鳴
夢
龍
が
嘗
時
、
蘇
州
一
帯
で
流
行
っ
た
民
歌
を
集
め
た

(
3
)
 

る
(
巻
九
「
雑
詠
長
歌
」
)
。
こ
ち
ら
は
、
山
人
と
土
地
紳
と
の
や
り
と
り
を
、
せ
り
ふ
と
歌
で
面
白
お
か
し
く
述
べ
た
長
篇
で
、
特
に
山
人
の
輩

『山
歌
』
に
も
や
は
り

「
山
人
」
と
題
す
る
作
品
が
み
え

が
「
閑
事
を
管
す
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
官
吏
な
ど
の
人
脈
を
利
用
し
て
、
絵
計
な
こ
と
に
首
を
つ
っ
こ
む
こ
と
を
識
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
明
末
の
枇
舎
に
こ
の
よ
う
な
山
人
が
蔓
延
し
、
そ
れ
が
人
々
の
恰
好
の
話
柄
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の

(4
)
 

『山
歌
』
に
み
え
る

「
山
人
」
は
、
沼
崎
夢
龍
に
よ
れ
ば
、
蘇
州
の
名
士
で
あ
っ
た
張
鳳
翼
の
潤
色
を
経
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

張
鳳
翼
(
一
五
二
七

|
一
六
一
一
一
一
)
が

「
山
人
歌
」
を
作
っ
て
山
人
を
識
っ
た
こ
と
は
、
沈
徳
符
『
蔦
暦
野
獲
編
」
巻
二
三

「
山
人
歌
」
の
項
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に
み
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
張
鳳
翼
は
は
じ
め
王
梶
登
(
玉
遮
山
人
と
競
す
)
の
ひ
と
と
な
り
を
憎
み
、
「
山
人
歌
」
を
作
っ
て
こ
れ
を
罵
り
、

者
が
い
た
の
で
、

そ
の
醜
態
を
つ
ぶ
さ
に
描
窮
し
た
が
、
友
人
に
た
し
な
め
ら
れ
王
の
名
を
削
り
、
沈
明
臣
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
も
や
め
た
方
が
よ
い
と
い
う

(
5
)
 

や
む
な
く
無
記
名
に
し
た
と
い
う
。

張
鳳
翼
に
罵
ら
れ
た
王
標
登

(
一
五
三
五
|一

六
二
一
)
、
沈
明
臣
は
、

し
か
し
嘉
靖
末
年
か
ら
寓
暦
年
間
に
か
け
て
の
詩
壇
に
お
い
て
は
重

要
な
詩
人
、
文
人
で
あ
っ
た
。
特
に
王
穂
登
は
そ
う
で
あ
る
。
「
明
史
』
巻
二
八
八
の
彼
の
俸
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

呉
中
、
文
徴
明
よ
り
後
、
風
雅
に
定
属
な
し
。
稼
登
嘗
て
徴
明
の
門
に
及
び
、
逢
か
に
そ
の
風
に
接
し
、
調
翰
の
席
を
主
ど
る
こ
と
三

十
鈴
年
。
嘉

・
隆
・
禽
暦
の
問
、
布
衣
山
人
の
詩
を
以
て
名
あ
る
者
十
数
、
食
允
文

・
王
叔
承
・
沈
明
臣
の
輩
、
尤
も
世
の
稽
す
る
所
と

な
る
。
然
れ
ど
も
撃
華
短
赫
た
る
は
調
停
登
を
最
と
矯
す
。
申
時
行
元
老
を
以
て
里
居
し
、
特
に
相
推
重
す
。
王
世
貞
は
奥
に
同
郡
に
し
て
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友
善
な
る
も
、
顧
み
て
甚
だ
し
く
は
こ
れ
を
推
さ
ず
。
世
貞
奴
し
、
そ
の
仲
子
士
繍
、
事
に
坐
し
て
獄
に
繋
が
る
る
に
及
び
、
稼
登
た
め
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に
身
を
傾
け
て
救
援
す
れ
ば
、
人
は
こ
れ
を
以
て
そ
の
風
義
を
重
ん
ず
。

王
梶
登
は
、
昔
時
の
文
壇
の
盟
主
、
会
川
山
人
、

王
世
貞

(
一
五
二
六

一
五
九
O
)
の
同
郷

(江
蘇
太
倉
)
の
友
人
に
し
て
ラ
イ
バ
ル
で
あ

り
、
そ
の
遺
子
の
危
難
を
救
っ
て
評
判
を
高
め
た
と
い
え
ば
、
叩
単
な
る
才
人
で
は
な
く
、
人
品
ま
た
卑
し
か
ら
ぬ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、

そ
れ
で
も
な
お
張
鳳
翼
に
嫌
わ
れ
た
の
は
、
布
衣
無
官
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
申
時
行
の
如
き
額
官
の
門
に
出
入
り
し
、
王
世
貞
の
遺
子
を

「
身
を
傾
け
て
救
援
」
で
き
る
ほ
ど
の
財
力
、
権
力
を
備
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
王
世
貞
の
子
を
救
っ
た
義
行
も
、
張
鳳
翼
に
し
て
み
れ

ば
、
金
力
、
権
勢
を
か
さ
に
き
て
「
閑
事
を
管
す
る
」
も
の
と
見
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
世
人
の
稽
賛
は
も
と
よ
り
そ
の
「
風
義
」
に
封
し

て
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
中
に
彼
の
金
と
力
に
釘
す
る
羨
望
の
念
が
ま

っ
た
く
な
か

っ
た
と
も
一宮
中
え
ま
い
。

要
す
る
に
王
梶
登
の
行
径
は
、
下
手
な
詩
を
も
っ
て
牒
知
事
に
取
り
入
り
、
金
を
く
す
ね
る
凡
百
の
山
人
と
、
そ
の
ス
ケ
ー
ル
及
び
詩
の
出

れ
る
陳
縫
儒

(眉八ム
)(一

五
五
八
|
一
六
一
二
九
)
が、

『陶
庵
夢
憶
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
張
岱
(
一
五
九
七
l
一
六
八
九
?
)
お
き
な
か
り

- 90一

来
映
え
、
取
り
入
る
相
手
の
身
分
こ
そ
段
違
い
で
あ
っ
た
が
、
本
質
的
に
は
何
ら
饗
わ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
明
末
山
人
の
代
表
格
と
目
さ

し
頃
、
そ
の
詩
才
を
試
そ
う
と
し
て
、
「
太
白

(李
白
の
こ
と
)
鯨
に
騎
り
て
采
石
江
迭
に
夜
月
を
携
う
」
と
い
う
題
を
出
し
、
そ
の
釘
を
も
と

め
た
と
こ
ろ
、
張
岱
は
す
か
さ
ず
、
「
眉
公
鹿
に
跨
が
り
て
銭
唐
鯨
裏
に
秋
風
を
打
つ

(「
打
秋
風
」
は
「
打
抽
堕
」
と
も
書
き
、
金
品
を
た
か
る
こ

と
こ
と
感
じ
て
、
陳
纏
儒
を
皮
肉
っ
た
と
い
う
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
晶
画
時
の
山
人
の
あ
り
よ
う
と
、
そ
れ
に
釘
す
る
世
人
の
見
方
を
よ

く
傍
え
て
い
よ
う
。
「
昔
の
山
人
は
山
中
の
人
、
今
の
山
人
は
山
外
の
人
」
(
『明
史
紀
事
本
末
』
を
六
六
「
東
林
終
談
」
)
と
い
う
の
が
、
首
時
の

通
念
で
あ
っ
た
。

(
7
)
 

こ
の
よ
う
な
山
人
の
横
行
は
、
明
末
と
い
う
中
園
史
上
で
も
特
異
な
時
代
を
彩
る
特
異
な
現
象
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
特
異
な
現
象
を
正
し

く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
良
し
悪
し
の
評
債
は
同
時
代
人
の
手
に
ゆ
だ
ね
、
彼
ら
山
人
が
具
躍
的
に
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
の
か

を
、
も
う
少
し
詳
し
く
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
下
、
省
内
暦
年
間
に
時
代
を
限

っ
て
、
山
人
の
活
動
の

一
端
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。



高
暦
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山
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動
|
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都
市
と
透
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E
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沈
徳
符
『
蔦
暦
野
獲
編
』
の
山
人

こ
の
時
代
、
山
人
に
つ
い
て
述
べ
た
資
料
は
少
な
く
な
い
が
、
中
で
も
最
も
詳
し
い
の
は
、

お
そ
ら
く
沈
徳
符
の

『蔦
暦
野
獲
編
」
巻
一一
一一一

「
山
人
」
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
沈
徳
符
の
山
人
に
釘
す
る
見
方
は
、
比
較
的
公
卒
で
あ
る
。
先
の
張
鳳
翼
「
山
人
歌
」
に
し
て
も
、
彼

は
「
張
は
母
老
い
る
を
以
て
庚
辰
(
蔦
暦
八
年
)
の
科
に
至
り
で
す
な
わ
ち
公
車
に
意
を
絶
ち
、
足
跡
は
公
府
に
入
ら
ず
、
王
(
稗
登
)
の
行
径

と
週
か
に
別
な
り
、
故
に
此
の
歌
あ
り
、
然
れ
ど
も
ま
た
編
な
り
」
と
、
張
の
潔
癖
さ
は
認
め
な
が
ら
も
、
そ
の
偏
狭
さ
に
言
及
す
る
こ
と
を

忘
れ
て
い
な
い
。

家
柄
で
あ
っ
た
た
め
子
供
の
頃
か
ら
朝
廷
内
外
の
故
事
に
詳
し
く
、
ま
た
多
く
の
文
人
と
交
際
し
、
後
に
そ
れ
ら
を
ま
と
め
て

(
8
)
 

編
』
を
書
い
た
の
で
あ
る
。
四
十
歳
で
よ
う
や
く
拳
人
と
な
っ
た
が
、
準
士
に
は
つ
い
に
合
格
せ
ず
、

六
十
五
歳
で
死
ん
だ
。
こ
こ
で
し
ば
ら

『
寓
暦
野
獲

- 91ー

沈
徳
符

(
一
五
七
八
一
六
四
二
)
、
字
は
景
倍
、
所
江
嘉
興
の
人
で
あ
る
が
、
父
の
任
地
の
関
係
で
北
京
に
生
ま
れ
育
っ
た
。
代
々
官
僚
の

く
沈
徳
符
を
案
内
役
と
し
て
、
山
人
の
諸
相
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
彼
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
遮
べ
る
。

「
思
詔
も
て
山
人
を
逐
う
」

恩
詔
内
の
又
一
款
に
、
「
蓋
く
在
京
の
山
人
を
逐
う
」
と
あ
る
は
、
尤
も
快
事
た
り
。
年
来
此
の
輩
、
好
を
作
し
、
妖
靴
百
出
す
。
「逐

客
鳴
菟
録
」
の
知
き
は
僅
か
に
そ
の
小
な
る
者
の
み
。
昔
年
呉
中
に
山
人
歌
あ
り
、
描
窮
は
最
も
巧
み
な
る
が
、
今
こ
れ
を
閲
す
れ
ば
い

ま
だ
そ
の
十
の
一
を
も
得
る
能
わ
ず
。
然
ら
ば
清
朝
は
大
慶
に
し
て
、
湾
海
浩
蕩
の
恩
に
治
す
る
も
、
濁
り
鼠
輩
に
の
み
多
く
を
求
む
る
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を
以
て
、
こ
れ
を
龍
を
失
す
と
謂
う
は
す
な
わ
ち
可
な
り
、
若
し
己
甚
と
云
わ
ば
、
恐
ら
く
は
い
ま
だ
必
ず
し
も
然
ら
ず
。
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按
ず
る
に
相
門
の
山
人
は
、
分
宜

(
巌
嵩
)
に
臭
接
あ
り
、
華
亭
(
徐
階
)
に
沈
明
臣
あ
り
、
表
文
栄

(
哀
偉
)
に
王
権
登
あ
り
、
申
呉

門

(申
時
行
)
に
陸
感
陽
あ
り
。
諸
人
倶
に
穫
を
降
し
て
布
衣
の
交
わ
り
を
な
す
e

た
だ
江
陵

(
張
居
正
)
と
太
倉
(
王
錫
国
)
の
み
こ
れ

無
し
。
今
は
す
な
わ
ち
厩
隷
の
役
を
取
り
、
侶
優
の
態
を
な
し
、
ま
た
諸
君
の
比
に
非
ず
。

『首
問
暦
野
獲
編
』
の
序
文
は
蔦
暦
三
十
四
年

二
六
O
六
)
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
「
今
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
以
前
の
ほ
ぼ
三

十
年
前
後
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
最
初
に
、
在
京
の
山
人
を
す
べ
て
駆
逐
せ
よ
と
い
う
恩
詔
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
寓
暦
二
十

九
年
ご
六
O
一)
十
月
、
皇
長
子
の
立
太
子
に
と
も
な
い
第
三
子
を
幅
王
に
封
じ
た
の
を
は
じ
め
、
諸
子
を
み
な
王
に
加
し
た
際
に
出
さ
れ

た
制
勅
の
う
ち
の
次
の
箇
所
を
指
す
。

一
、
律
に
載
す
、
「
姓
名
を
隠
匿
し
た
る
文
書
を
投
じ
、
人
の
罪
を
告
言
す
る
者
は
絞
。
見
し
者
は
即
便
に
焼
設
す
べ
し
。
若
し
将
ち
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て
官
府
に
迭
入
し
、
及
び
宮
司
受
理
す
る
者
は
、
皆
有
罪
。
告
言
を
被
る
者
は
坐
せ
ず
」
と
。
近
来
の
風
俗
、
専
ら
私
掲
に
名
を
匿
し
、

或
い
は
他
人
の
姓
名
を
虚
担
す
る
を
以
て
、
陰
に
巧
計
を
謀
み
、
至
ら
ざ
る
所
無
し
。
久
し
く
申
筋
せ
ざ
れ
ば
、

四
方
の
無
籍
の
梶
徒
、

罷
閑
の
官
吏
、

山
人
選
客
、
潜
か
に
京
師
に
住
み
、
街
門
に
出
入
し
て
、
援
置
指
使
し
、
及
び
左
遁
邪
術
、
異
言
異
服
し
、
扇
惑
挟
詐
し

て
、
是
非
顛
倒
し
、
紀
綱
陵
夷
せ
し
む
る
を
致
し
、
甚
だ
政
の
輩
た
り
。
今
後
は
絹
事
街
門
、
不
時
に
騒
逐
訪
肇
せ
よ
。

『明
紳
宗
賓
銭
』
春
三
六
四

蔦
暦
二
十
九
年
十
月
十
五
日
己
卯
(
六
八
O
三
頁
)

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
高
暦
帝
は
寵
愛
す
る
鄭
貴
妃
の
生
ん
だ
第
三
皇
子
、
常
淘
を
可
愛
が
り
、
皇
長
子
、
常
洛
の
立
太
子
を
故
意
に
お

く
ら
せ
て
い
た
た
め
、
廷
臣
た
ち
と
封
立
し
、
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
憶
測
、
流
言
が
飛
び
交
っ
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る

「園
本
」
問
題
が
そ

(m) 

れ
で
あ
る
。
め
で
た
か
る
べ
き
諸
王
新
封
の
制
勅
に
、
こ
の
よ
う
な
異
例
の
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
も
山
人



騒
逐
の
命
令
が
琵
せ
ら
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
今
そ
の
背
景
を
探
る
た
め
に
、

『一
脚
宗
賓
録
』
の
中
の
山
人
に
つ
い
て
の
記

事
を
年
代
を
逐
っ
て
見
て
み
よ
う
。

(2) 

『紳
{一ホ
貫
録
』
の
山
人

l 

蔦
暦
十
二
年
十
二
月
十
九
日
辛
酉

戸
部
山
川
書
王
遜
の
候
奏
、
:
:
:
一
、
農
務
を
重
ん
ず
。
近
年
好
先
叢
集
し
、
遊
惰
風
を
成
す
。
輩
殻
の
下
、

山
人
侠
客

(本
文
は

「友」

に
作
る
が
、
校
勘
記
に
よ
っ
て
「
客
」
に
改
め
る
)
嘱
託
公
行
す
。

(
巻
一
五
六

二
八
八
五
頁
)

嘗
時
、
都
で
は
山
人
侠
客
た
ち
が
公
然
と
権
力
者
に
封
し
て
請
託
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
具
躍
的
活
動
は
後
の
僚
に
み
え

る。
2 

首
円
暦
十
七
年
三
月
二
十
四
日
辛
未
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巡
城
御
史
陳
沖
、
山
人
遊
客
を
躯
逐
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
因
り
て
周
訓
等
十
八
人
の
諸
不
法
事
を
論
列
す
。
旨
あ
り
、
錦
衣
衡
に
下
し

て
捕
逮
し
、
法
司
に
究
治
せ
し
む
。

(
巻
二

O
九

コ
一九
二
五
頁
)

「遊
客
」
と
い
う
の
は
各
地
を
遊
歴
す
る
放
人
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
が
山
人
の
生
活
の
常
態
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
遊
説
の
意
味
も
あ
る
。

都
の
有
力
者
を
歴
訪
し
て
、
様
々
な
風
説
を
吹
聴
し
、
あ
る
い
は
匿
名
の
怪
文
書
に
よ
っ
て
流
言
を
贋
め
た
の
は
、
彼
ら
山
人
た
ち
で
あ
る
。

有
力
者
た
ち
も
彼
ら
を
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
。
周
訓
も
そ
の
よ
う
な
山
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
そ
の
具
龍
的
な
活
動
に
つ
い
て
は

他
に
資
料
が
な
い
。

3 

蔦
暦
十
九
年
十
二
月
九
日
辛
丑
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一
崎
建
の
王
懐
忠
、
徽
州
の
迂
針
と
、
倶
に
山
人
に
跡
を
托

し
、
権
且
貝
に
影
を
借
り
て
、
財
物
を
詐
騎
す
。
但
し
楽
新
櫨
は
巳
に
奉
旨
を
経
て
李
問
立
棚
し
、
の
に
本
の
内
に
名
の
有
る
羅
給
事
、
楊

前
の
刑
科
給
事
中
の
王
建
中
奏
す
、
江
西
人
、
山
梨
新
焼
は
湖
庚
の
胡
懐
玉
、



264 

御
史
、
王
郎
中
を
査
究
せ
り
。
濁
り
王
懐
中
ら
三
人
は
軽
に
従
い
放
四
押
す
。
乞
う
ら
く
は
並
び
に
こ
れ
を
巌
罪
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
。

(巻
二
回
三

四
五
三
O
頁
)

こ
の
集
新
憾
の
事
件
は
、

『寓
暦
野
獲
編
』
補
編
巻
三

「山
人
輩
語
」
に
も
記
述
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
山
人
の
幾
新
曜
は
江
西
臨
川

の
人
、
も
と
監
生
で
あ

っ
た
が
、
都
へ
出
て
公
卿
の
聞
を
遊
歴
し
、
流
言
を
裡
造
し
て
嫌
わ
れ
者
と
な

っ
て
い
た
が
、
頗
る
才
智
あ
り
、

そ
の

た
め
士
大
夫
の
中
に
は
親
し
く
付
き
合
う
者
も
い
た
と
い
う
。
担
造
し
た
飛
語
と
い
う
の
は
、
朝
官
の
中
か
ら
十
君
子
、

寸

L
'白町、

，I''
V
包

nd

三
羊
を
選
ん

で
、
「
若
し
世
遁
の
昌
ん
な
る
を
要
せ
ば
、

八
狗
と
一一一羊
を
去
る
べ
し
」
と
言
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
。
十
君
子
に
翠
げ
ら
れ
た
の
は
、
都
元

標
な
ど
お
も
に
東
林
業
に
近
い
人
物
で
あ
っ
た
。
山
部
米
新
櫨
は
ま
た
こ
れ
よ
り
先
に
{
臣
官
の
張
宏
と
結
ん
で
、

そ
の
指
示
に
よ
り
、
秘
密
警
察
で

あ
る
東
廠
の
ボ
ス
で
も
あ
っ
た
{
臣
官
の
大
物
、
橋
保
の
失
脚
の
た
め
に
暗
躍
し
た
こ
と
が
あ
り
、
今
回
の
流
言
事
件
を
ま
ず
暴
い
た
の
は
東
廠

で
あ
っ
て
、
王
建
中
の
弾
劾
は
そ
の
後
で
あ
る
と
、

沈
徳
符
は
言
、っ
。
ま
る
で
幾
新
櫨
の
事
件
自
慢
が
東
廠
の
陰
謀
で
あ
る
と
で
も
言
わ
ん
ば
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か
り
で
あ
る
。
こ
の
聞
の
事
情
は
複
雑
怪
奇
で
、
員
相
は
も
と
よ
り
問
の
中
で
あ
ろ
う
。
『
賓
録
』
に
い
う
羅
給
事
と
は
、
山
川
市
新
憾
と
向
郷
で
、

と
も
に

「
椛
製
を
講
究
」
し
た
と
い
う
原
任
の
給
事
中
、
羅
大
級
、
楊
御
史
は
「
三
羊
」
に
名
を
恕
げ
ら
れ
た
三
人
の
楊
姓
の
人
物
の
う
ち
の

一
人
で
あ
ろ
う
。
王
郎
中
は
分
か
ら
な
い
。
な
お

『{貫
録
』
に
よ
る
と
、
山
間
木
新
壇
は
草
に
流
言
を
積
め
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
書
物
に
も
し
、

ま
た
権
力
者
の
威
勢
を
か
さ
に
着
て
財
物
詐
取
も
働
い
て
い
た
ら
し
い
。

4 

高
暦
二
十
五
年
五
月
二
十
四
日
甲
寅

総
督
耶
扮
の
疏
に
倭
情
を
陳
す
。
:
:
:
其
れ
兵
将
の
誘
を
造
り
、
及
び
山
人

・
墨
客

・
星
相

・
罷
閑
諸
人
、
書
を
求
め
て
引
用
し
、
銭

位
を
腕
時
費
す
る
者
は
、
乞
う
ら
く
は
厳
に
禁
絹
を
行
わ
ん
こ
と
を
。

(巻
コ二

O

五
八

O
二
頁
)

こ
れ
は
豊
臣
秀
吉
の
再
度
の
朝
鮮
侵
略

(
い
わ
ゆ
る
慶
長
の
役
)
に
際
し
て
汲
遣
さ
れ
た
明
の
援
箪
に
つ
い
て
の
上
奏
で
あ
る
が
、
軍
中
に
お

い
て
も
様
々
な
流
言
が
飛
び
交
い
、
ま
た
山
人
や
詩
人
、
占
師
、
罷
克
さ
れ
た
官
吏
な
ど
が
ポ
ス
ト
を
求
め
て
、
軍
費
を
歴
迫
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
る
。
那
扮
は
こ
の
年
の
三
月
に
、
兵
部
向
書
粂
都
察
院
右
副
都
御
史
線
督
前
遼
保
定
箪
務
粂
理
櫨
飼
略
禦
倭
に
任
命
さ
れ
、
針
日
戦
争



の
線
責
任
者
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
信
こ
の
上
疏
に
針
し
て
寓
暦
帝
は
、
「
遊
客
諸
人
、
兵
を
談
ず
る
に
仮
託
し
、
軍
事
を
惑
乱
す
れ
ば
、

在
京
の
者
は
廠
街
(
東
廠
と
錦
衣
街
)
・
巡
城
が
緒
撃
し
、
在
外
の
者
は
各
該
の
御
史
及
び
管
闘
の
主
事
が
訪
察
し
、
滑
脱
出
入
す
る
を
許
さ

ず
」
と
命
じ
て
い
る
。
軍
中
で
の
山
人
の
活
動
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
遁
べ
よ
う
。

5 

高
暦
二
十
六
年
五
月
十
七
日
辛
丑

吏
部
等
の
接
出
せ
る
聖
旨
に
、
:
:
:
山
人

・
墨
客

・
醤
卜
・
星
術
を
借
縛
す
る
饗
詐
の
徒
、

一盲
を
妄
り
に
し
て
政
を
乱
し
、
人
心
を
揺

もの

惑
す
る
的
は
、
廠
衛
・
城
捕

・
絹
事
衝
門
を
し
て
、
不
時
に
訪
撃
し
、
奏
を
具
し
必
ず
罪
し
て
宥
さ
ず
。

巻

五
九
八
七
頁
)

こ
こ
で
は
山
人
の
仲
間
と
し
て
、
占
師
の
他
、
答
者
が
加
わ
っ
て
い
る
。
し
か
も
彼
ら
は
軍
中
だ
け
で
は
な
く
、
都
で
も
活
動
し
て
い
た
の

で
あ
る
。6 

高
暦
二
十
九
年
十
月
十
五
日
己
卯

7 

蔦
暦
三
十
一
年
十
一
月
十
七
日
己
巳
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す
で
に
引
用
し
た
諸
王
加
封
の
制
勅
で
あ
る
。

兵
部
因
り
て
奏
言
す
、
今
九
遣
は
将
を
設
け
兵
を
分
か
ち
、
自
ず
と
定
額
あ
り
。
今
各
遺
将
、
任
意
に
汰
補
し
、

一
人
に
し
て
墜
糧
を

食
す
る
者
あ
り
、
別
に
裏
外
の
家
丁
を
牧
め
、
読
名
占
役
す
る
者
あ
り
。
甚
だ
し
き
は
山
人
・
遊
客
・
星
相
人
等
と
交
結
し
、
傍
迭
科
汲

す
る
者
あ
る
に
至
る
。

(
巻
三
九
O

七
三
五
O
頁
)

モ
ン
ゴ
ル
の
ア
ル
タ
ン
(
俺
答
)
と
明
の
聞
に
和
議
が
成
立
し
互
市
が
聞
か
れ
て
以
来
、
北
遣
の
情
勢
は
一
見
安

定
し
た
か
に
み
え
た
が
、
ま
も
な
く
様
々
な
矛
盾
が
噴
出
し
、
苦
肉
暦
二
十
年
の
ボ
ハ
イ
の
乱
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
兵
饗
が
頻
琵
す
る
こ
と
に

(
日
)

な
る
。
そ
の
背
景
に
、
明
の
軍
事
組
織
で
あ
る
世
襲
の
衡
所
制
度
の
崩
壊
に
と
も
な
い
、
「
家
了
」
と
呼
ば
れ
る
召
募
に
よ
る
一
種
の
私
兵
が

隆
慶
五
年

ご

五
七
一

)、

急
激
に
増
加
し
、
彼
ら
に
は
一
般
兵
士
の
二
倍
(
隻
糧
)
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
給
料
を
梯
う
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
れ
が
互
市
に
よ
る
支

265 

出
と
と
も
に
明
の
財
政
を
塵
迫
し
は
じ
め
た
と

い
う
事
情
が
あ
る
。
右
の
兵
部
の
上
奏
が
述
べ
て
い
る
の
は、

そ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。



266 

(
H
)
 

「
裏
外
の
家
丁
」
と
は
、
将
帥
に
私
的
に
隷
属
す
る
「
随
任
家
丁
」
と
軍
隊
に
所
属
す
る
期
限
つ
き
の
「
在
昔
家
丁
」
を
指
す
。
そ
し
て
そ
れ

ら
と
共
に
財
政
に
負
擦
を
あ
た
え
て
い
た
存
在
と
し
て
、

山
人
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
交
際
す
る
山
人
た
ち
の
た
め
「
傍
迭
科

汲
」
す
る
と
は
、
内
地
か
ら
や

っ
て
く
る
彼
ら
の
抜
費
を
捻
出
す
る
た
め
賦
役
を
徴
琵
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

8 

高
暦
三
十

一
年
十

一
月
十
八
日
庚
午

峡
酋
遁
御
史
康
不
一揚
、
妖
書
の
事
に
因
り
て
疏
を
護
し
、
楚
獄
を
速
や
か
に
結
せ
ん
こ
と
を
請
う
。
大
概
に
言
、
っ
、
姦
人
志
を
擦
に
す

る
は
、
法
紀
凌
夷
た
る
に
由
る
。
因
り
て
論
ず
、
登
聞
鼓
を
撃
つ
者
は
、

一
概
に
具
奏
す
る
を
得
る
勿
か
れ
、
山
人
・
遊
客

・
信
遁

・
亡

命
は
、
禁
地
に
隠
戒
す
る
を
得
る
勿
か
れ
。
請
う
ら
く
は
一
切
禁
止
し
、
以
て
綱
源
を
絶
た
ん
。
上
皆
こ
れ
を
是
と
す
。

(巻
コ一
九
O

七
三
五
一
頁
)

こ
れ
は
前
僚
の
翌
日
の
記
事
で
あ
る
。
「
妖
書
の
事
」
と
は
、
こ
の
わ
ず
か
六
日
前
の
十
二
日
、
大
山
学
士
の
朱
廃
の
私
宅
に
「
穣
憂
危
紘
議
」

な

そ
の
従
官
が
そ
ろ
わ
な
い
の
は
将
来
、

皇
太
子
を
第
三
皇
子
の
一
崎
王
に
代
え
る
つ
も
り
だ
か
ら
で
、

そ
の
誼
擦
に
、
朱
腐
を
大
祭
士
に
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と
題
す
る
三
百
字
鈴
の
印
刷
さ
れ
た
怪
文
書
が
投
げ
込
ま
れ
た
事
件
を
指
す
。
そ
の
内
容
は
、
高
暦
帝
が
皇
太
子
を
冊
立
し
た
の
は
本
意
で
は

任
命
し
た
の
は
「
廃
」
は
「
更
」
の
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
荷
捻
す
る
朝
官
の
賓
名
を
出
し
、

し
か
も
そ
の
中
に
は
首

席
大
山
晶
子
士
、
沈
一
貫
の
名
が
あ
っ
た
。
驚
い
た
朱
廃
は
慌
て
て
こ
れ
を
皇
帝
に
報
告
し
た
が
、
文
書
は
す
で
に
都
の
宮
門
か
ら
巷
聞
に
い
た
る

ま
で
ば
ら
ま
か
れ
て
い
て
、
大
騒
ぎ
と
な
っ
た
。
「
績
憂
危
抜
議
」
と
い
う
題
は
、
こ
の
五
年
前
の
寓
暦
二
十
六
年
に
や
は
り
立
太
子
問
題
を

め
ぐ
っ
て
起
こ
っ
た
怪
文
書

「憂
危
抜
議
」
事
件
を
引
き
繕
ぐ
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
文
書
の
末
尾
に
は
吏
科
都
給
事
中
の
項
麿
鮮
と
四
川
遁

監
察
御
史
の
喬
腔
甲
の
刊
行
と
あ

っ
た
が
、
こ
れ
は
仮
託
と
す
ぐ
に
判
明
し
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
楚
王
の
異
僑
問
題
を
め
ぐ
る
王
家
の
内
紛
が
朝
廷
に
波
及
し
、
以
前
か
ら
仲
の
悪
か
っ
た
沈
一
貫
と
礎
部
右
侍
郎
の
郭

(
凶
)

正
域
が
封
立
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
楚
獄
」
で
あ
る
。
針
立
は
妖
書
事
件
に
持
ち
越
さ
れ
、
墜
方
が
相
手
の
仕
業
と
非
難
合
戦
を

繰
り
庚
げ
る
。
そ
の
過
程
で
、
郭
正
域
の
食
客
で
あ

っ
た
盤
者
の
沈
令
春
、
信
達
観
、
琴
士
の
鍾
澄
な
ど
が
逮
捕
さ
れ
、
達
観
は
獄
死
し
た
。



釘
立
は
き
わ
め
て
深
刻
で
、
郭
正
域
は
死
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
が
、
最
後
は
有
力
{
臣
官
、
陳
矩
の
取
り
計
ら
い
で
、
容
疑
者
の
一
人
と
し
て

逮
捕
さ
れ
た
敏
生
光
と
い
う
、
傷
造
文
書
に
よ
る
恐
喝
の
前
科
の
あ
る
山
人
的
な
人
物
に
濡
れ
衣
を
着
せ
て
死
刑
に
虚
し
、

う
や
む
や
の
う
ち

に
終
結
し
た
。
異
相
は
や
は
り
閣
の
中
で
あ
る
。

こ
の
「
績
憂
危
紘
議
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
騒
動
は
、
怪
文
書
に
よ
る
流
言
飛
語
が
政
界
中
植
部
の
封
立
に
ま
で
影
響
し
、
し
か
も
そ
こ
に
山

人
が
巻
き
込
ま
れ
た
事
件
と
し
て
、

お
そ
ら
く
最
大
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
郭
正
域
の
門
に
は
も
と
よ
り
多
く
の
山
人
が
出
入
り
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
が
、

一
方
の
沈
一
貫
に
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
。
先
に
あ
げ
た
「
昔
の
山
人
は
山
中
の
人
、
今
の
山
人
は
山
外
の
人
」
と
い
う

『
明
史
紀
事
本
末
』
の
言
葉
は
、
沈

一
貫
と
同
座
し
て
い
た
山
人
を
、
銭
夢
由
平
が
冷
や
か
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
と
同
じ
時
に
、
遠

く
遺
境
で
も
山
人
の
活
動
が
問
題
覗
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
『
賓
銭
』

獲
編
』
補
編
巻
三
「
発
卯
妖
書
」
に
み
え
る
。

の
記
事
は
語
っ
て
い
る
。
な
お
「
績
憂
危
紘
議
」
の
全
文
は
、
『
寓
暦
野

9 

高
層
三
十

一
年
十

一
月
二
十
一
日
発
酉
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輔
臣
沈
一
貫
、
刑
部
の
覆
せ
る
康
壬
揚
の
疏
に
因
り
て

(言
う
)、
山
人
遊
客
を
も
っ
て
蓋
く
駆
逐
を
行
わ
ば
、
恐
ら
く
は
姦
書
を
作

る
者
は
す
な
わ
ち
此
の
輩
に
係
る
、
欲
す
ら
く
は
姑
ら
く
こ
れ
を
緩
う
し
て
、
以
て
緒
獲
に
便
な
ら
し
め
ん
。

(巻
三
九
O

七三
一五
六
頁
)

10 

同
前

上
日
く
、
姦
賊
は
謹
詞
を
握
造
し
、
園
本
を
動
揺
せ
し
め
、
朕
が
父
子
兄
弟
骨
肉
の
情
を
離
間
せ
ん
と
す
。
罪
は
大
逆
に
嘗
た
る
。
如

何
で
か
た
だ
軍
興
の
常
例
に
照
ら
さ
ん
。
異
正
の
首
功
に
は
、
賓
授
指
揮
余
事
、
賞
銀
五
千
爾
を
奥
え
し
め
ん
。
:
:
:
山
人
選
客
は
、
巌

に
駆
扉
を
加
え
し
め
、
容
留
庇
護
す
る
を
許
さ
ず
。

(同
前

七
三
五
七
頁
)

11 

同
前
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曜
部
の
覆
せ
る
康
壬
揚
の
奏
に
、
語
、
つ
ら
く
は
信
遁
を
禁
ぜ
ん
こ
と
を
。

て
白
蓮
敬
・
無
篤
数
・
羅
道
教
を
禁
ず
。

て

各
寺
観
の
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遊
士
山
人
を
埴
透
す
。

(
同
前

七
三
五
九
頁
)

と
も
に
前
僚
の
三
日
後
の
記
事
で
あ
る
。
山
人
を
み
な
追
い
出
す
と
、
却

っ
て
犯
人
を
取
り
逃
が
す
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
沈

一
貫
は
山

人
が
犯
人
で
あ
る
と
見
て
い
た
、
あ
る
い
は
山
人
を
犯
人
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
針
し
て
皇
帝
は
あ
く
ま
で

山
人
を
駆
逐
し
よ
う
と
し
、

そ
の
代
わ
り
異
例
の
高
額
懸
賞
金
を
犯
人
の
首
に
か
け
る
。
怒
り
心
頭
に
接
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
康
壬
揚
は

こ
の
度
は
、
特
に
寺
や
遁
観
の
山
人
を
追
い
出
せ
と
い
う
。
あ
る
い
は
達
観
に
関
係
す
る
か
。

12 

前
向
暦
三
十
一
年
十
二
月
八
日
己
丑

刑
部
の
覆
せ
る
康
主
揚
の
係
議
。
:
:
:
て

山
人
遊
客
は
巳
に
奉
旨
を
経
て
駆
逐
す
れ
ば
、
容
留
を
許
さ
ず
。(巻

三
九

一

七
三
七
八
頁
)

再
三
に
わ
た
り
山
人
の
駆
逐
を
上
奏
す
る
の
は
、

お
そ
ら
く
そ
れ
が
う
ま
く
賓
行
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
反
釣
意
見
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
こ
の
日
、

雲
南
遁
御
史
の
李
倍
は
、
達
観
の
孫
弟
子
の
正
賢
を
逮
捕
し
て
い
る
。

13 

高
暦
三
十
二
年
正
月
二
十
二
日
発
酉

戎
政
向
書
の
王
世
揚
、
名
の
妖
書
に
鼠
す
る
を
以
て
、
疏
し
て
昭
雲
を
謝
す
。
上
田
く
、
卿
は
事
に
任
じ
て
怨
み
を
招
き
、
誌
名
謹
筈

あ
る
を
致
す
。
己
に
置
き
て
問
わ
ず
。
:
:
:
匿
名
の
文
書
を
査
す
れ
ば
、
律
に
依
り
て
受
理
を
許
さ
ず
。
山
人
術
士
・
罷
閣
の
官
吏
は
、

巌
に
駆
逐
を
加
え
、
絹
撃
は
寛
縦
を
容
る
す
な
か
れ
。

(
巻
三
九
二

七
四
O
二
頁
)

王
世
揚
は
、

そ
の
名
が
「
繍
憂
危
紘
議
」
の
中
に
あ
っ
た
た
め
、
不
問
に
付
さ
れ
た
恩
を
謝
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
山
人
と
「
罷
闘
の

官
吏
」
が
同
列
に
置
か
れ
て
い
る
貼
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
蔦
暦
年
聞
に
は
政
界
の
混
乱
に
よ
り
、
罷
克
も
し
く
は
「
冠
帯
閑
住
」

つ
ま
り
官
吏

の
身
分
を
保
持
し
た
ま
ま
郷
里
に
追
い
や
ら
れ
る
者
が
増
加
す
る
が
、
彼
ら
は
山
人
に
と
っ
て
格
好
の
交
際
相
手
で
あ
り
、
ま
た
山
人
海
備
軍

で
も
あ
っ
た
。

14 

高
暦
三
十
八
年
間
三
月
十
日
丙
辰



巡
閲
御
史
金
明
時
の
疏
係
十
四
款
。
:
:
:
一
、
放
削
し
て
以
て
軍
困
を
匙
ら
し
む
を
議
す
。

一
切
の
紙
張
の
滅
、
程
席
の
備
、
採
緋
供

懸
の
役
、
山
人
・
優
唱
・
書
札
・
作
興
の
費
、
既
に
痛
革
を
な
す
も
、
腫
い
で
弊
を
な
す
者
あ
り
。
{
貫
を
臨
旅
し
て
参
克
し
、
提
問
し
て
迫

蛙
せ
ん
。

(
巻
四
六
九

八
八
五
八
頁
)

遺
境
の
軍
中
で
の
山
人
た
ち
の
活
動
に
よ
る
軍
費
の
匪
迫
は
、
度
々
の
禁
令
に
も
か
か
わ
ら
ず
改
善
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

「
作
興
」
は
遊
興
に
等
し
く
、
俳
優
に
芝
居
を
や
ら
せ
た
り
、
山
人
と
詩
舎
を
や
っ
た
り
す
る
こ
と
を
指
す
で
あ
ろ
う
。

15 

首
円
暦
四
十
一
年
正
月
十
五
日
発
酉

是
よ
り
先
、
卜
石
兎
は
序
と
し
て
ま
さ
に
王
を
襲
う
べ
き
も
、
素
嚢
が
中
よ
り
阻
携
し
、
虜
封
は
五
年
成
ら
ず
。
去
年
九
月
の
問
、
群

曾
投
結
し
て
封
を
請
う
。
線
督
宣
大
都
御
史
の
徐
宗
一
橋
の
疏
に
、
旨
を
得
ん
こ
と
を
請
う
。
閏
十
一
月
序
班
の
王
弘
憲
を
遣
わ
し
て
粛
捧

封
勅
せ
し
む
。
遣
に
到
る
に
虜
曾
至
ら
ず
。
是
に
子
い
て
宗
溶
疏
言
す
。
:
:
:
心
は
他
加
熱
し
と
い
え
ど
も
、
跡
は
延
緩
に
近
く
、
朝
使
己

に
至
る
も
、
封
を
受
け
る
に
期
無
け
れ
ば
、
疑
う
べ
き
の
形
有
る
に
似
た
り
。
恐
ら
く
は
所
属
の
罷
閑
武
弁
、
京
中
の
山
人
と
私
に
相
結
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約
し
、
流
言
を
俸
播
す
れ
ば
、
浮
議
横
生
し
、
し
か
し
て
虜
の
要
挟
も
必
ず
甚
だ
し
。
又
或
い
は
陰
に
亡
命
を
差
し
、
虜
曾
を
唆
躍
す
れ

ば
、
す
な
わ
ち
虜
曾
中
饗
し
、
我
の
収
拾
は
盆
々
難
し
。
た
だ
無
根
の
言
を
聴
く
勿
か
ら
し
め
、
通
虜
の
禁
を
申
巌
す
れ
ば
、
園
程
は
倍

し
て
寧
く
、
封
局
は
結
す
べ
し
。

(巻
五
O
四

九
五
八
四
頁
)

順
義
王
ア
ル
タ
ン
の
死
後
、

モ
ン
ゴ
ル
で
は
内
紛
が
つ
づ
き
、
王
位
も
久
し
く
空
位
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
よ
う
や
く
衆
議
が
ま
と
ま
り
、

部
族
長
中
の
一
人
、
卜
石
兎

(「
明
史
』
で
は
ト
失
兎
と
表
記
す
る
)
を
推
戴
す
る
こ
と
に
な
り
、
明
側
も
こ
れ
を
認
め
、
珊
封
の
た
め
の
勅
使
を

(
時
)

汲
遣
し
た
。
と
こ
ろ
が
肝
心
の
卜
石
兎
は
そ
の
時
現
わ
れ
ず
、
明
は
髄
面
を
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
省
略
し
た
部
分

の
記
事
に
よ
る
と
、
車
に
寒
期
の
た
め
冬
営
地
に
跨
っ
て
い
た
だ
け
の
こ
と
ら
し
い
が
、
こ
れ
が
疑
惑
を
よ
び
、
徐
宗
一
溶
は
そ
の
背
景
と
し
て
、

現
地
の
罷
克
さ
れ
た
軍
人
と
都
の
山
人
が
結
託
し
て
流
言
を
贋
め
た
事
賓
を
指
摘
す
る
。
そ
の
具
健
的
な
内
容
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
王
の
襲
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封
に
は
莫
大
な
利
権
、

い
わ
ゆ
る
市
賞
の
問
題
が
か
ら
ん
で
お
り
、

お
そ
ら
く
そ
れ
に
関
連
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
モ
ン
ゴ
ル
側
の
要
求
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(
山
山
〉

が
必
ず
も
っ
と
ひ
ど
く
な
る
、
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
に
違
い
な
い
。
「
京
中
の
山
人
」
と
は
都
に
い
る
山
人
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
む
ろ
ん
都

か
ら
現
地
に
赴
い
た
山
人
も
い
た
は
ず
で
あ
り
、
彼
ら
は
都
と
遺
境
、
あ
る
い
は
明
と
モ
ン
ゴ
ル
と
の
聞
で
、
情
報
の
操
作
ま
た
は
裏
情
報
の

傍
達
役
を
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

16 

高
暦
四
十
三
年
八
月
三
十
日
甲
辰

二
ゃ
っ

尉
馬
都
尉
の
王
且
内
の
奏
言
。
:
:
:
上
は
疏
を
覧
じ
て
震
怒
し
て
日
く
、
王
旦
内
這
廊
、
勝
衿
狂
庫
、

心
を
喪
い
忌
む
と
こ
ろ
無
く
、
疑
詞

を
撰
担
し
、
朕
婦
を
漬
激
す
。

:
・
:
此
の
本
は
朕
細
覧
せ
り
。
こ
れ
王
両
の
畜
養
せ
る
山
人
遊
客
の
作
る
と
こ
ろ
、
該
衡
を
し
て
即
ち
本

章
を
窮
き
し
人
役
を
肇
去
し
、
各
々
著
{
貫
に
一
百
視
を
打
ち
、
大
柳
を
用
い
て
人
煙
鞍
集
の
庭
所
に
お
い
て
伽
競
し
、

一
個
月
浦
日
に
具

奏
せ
し
め
ん
。

(巻
五
三
五

一
O
一
五
O
頁
)

王
国
丙
は
穆
宗
の
第
六
女
、

延
慶
公
主
の
夫
で
、
八
ム
主
は
寓
暦
十
五
年
に
下
嫁
し
た
(
『明
史
』
巻

一二
O
)
。
妹
婿
に
あ
た
る
王
国
丙
の
上
奏
が
寓

暦
帝
の
逆
鱗
に
拙
刷
れ
た
の
は
、
帝
に
直
諌
し
て
殺
さ
れ
た
御
史
の
劉
光
復
を
王
国丙が
鶏
護
し
、

か
っ
そ
の
こ
と
で
帝
を
た
し
な
め
た
か
ら
で
あ
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る
。
首
問
暦
帝
は
、
自
分
の
妹
婿
の
家
に
も
山
人
が
い
て
、
上
奏
文
の
代
筆
を
し
た
と
思

っ
て
い
た
ら
し
い
。
王
国
丙
は
、
身
分
を
剥
奪
さ
れ
、
原

籍
地
に
護
送
さ
れ
た
。

以
上
が

『神
宗
貫
録
』
に
み
え
る
山
人
関
係
の
す
べ
て
の
記
事
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
明
賓
録
」
に
お
い
て
本
論
で
い
う
よ
う
な
意

味
で
の
山
人
と
い
う
言
葉
が
出
現
す
る
の
は
、
首
問
暦
十
二
年
の
記
事
が
初
め
て
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は
見
え
な
い
。
ま
た
寓
暦
以
降
で
は
、

天
啓
、
崇
頑
年
聞
に
も
例
が
見
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
も
頻
繁
に
現
わ
れ
る
の
は
や
は
り
高
暦
年
間
で
あ
る
。
む
ろ
ん
高
暦
以
前
に
山
人
が
存
在

し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
寓
暦
以
前
の

『
賓
録
』
に
見
え
な
い
の
は
、

山
人
の
活
動
が
政
治
的
、

一位
舎
的
な
問
題
と
し
て

顕
在
化
し
た
の
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ
高
暦
年
間
以
降
の
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
山
人
の
活
動
は
寓
暦
以
降
の

枇
曾
に
特
徴
的
な
現
象
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
よ
い
。

な
お
山
人
の
担
遺
し
た
流
言
の
一
例
と
し
て
沈
徳
符
が
奉
げ
る
「
逐
客
鳴
菟
録
」
と
は
、
「
一
脚
宗
{貫
録
』
高
暦
十
七
年
八
月
丙
寅
の
僚
に
、



「
詔
に
匿
名
に
て
掲
を
投
じ
詩
を
造
る
者
を
巌
禁
す
。
是
の
時
、
南
都
に
一
書
の
傍
流
す
る
有
り
、
名
づ
け
て
逐
客
鳴
寛
と
日
う
。
中
に
朝
政

を
指
斥
す
る
語
多
し
。
南
給
事
中
の
杜
臨
時
と
徐
桓
以
て
言
を
篤
す
、
故
に
こ
の
識
を
奉
ず
」
(
容
一
一
一
四

四
O
二
二
頁
)
と
み
え
る
。
山
人
に

よ
る
流
言
飛
語
握
造
は
、
都
の
北
京
よ
り
早
く
南
京
で
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(3) 

内
憂
外
患
の
中
の
山
人

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
っ
て
こ
の
時
期
、
山
人
の
活
動
が
皇
帝
を
悩
ま
す
ほ
ど
の
大
き
な
枇
曾
問
題
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
知
り
う
る
で
あ
ろ

ぅ
。
そ
し
て
そ
の
山
人
の
問
題
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
っ
た
。

一
つ
は
、
都
に
い
る
山
人
が
朝
廷
の
官
吏
、
{
臣
官
な
ど
と
結
び
、
流
言
飛
語
を
慶
め
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
政
界
の
争
い
に
ま
で
護
展
し
た
こ

と
、
「
績
憂
危
紘
議
」
事
件
は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
こ
の
事
件
の
前
後
に

『{貫
録
』
の
山
人
の
記
事
は
集
中
し
て
い
る
。
周
知
の
ご
と

く
明
末
は
集
争
の
時
代
で
あ
っ
た
。
蔦
磨
後
年
よ
り
天
啓
に
か
け
、
園
本
、
妖
書
、

つ
い
で
挺
撃
、
紅
丸
、
移
宮
の
い
わ
ゆ
る
三
案
を
は
じ
め
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と
す
る
重
大
な
政
治
事
件
が
相
縫
い
で
起
り
、
官
僚
は
東
林
黛
と
反
針
汲
に
分
か
れ
て
激
烈
な
抗
争
を
繰
り
贋
げ
た
。
さ
ら
に
宣
官
や
外
戚
な

ど
の
勢
力
が
そ
れ
に
か
ら
ん
で
、
政
治
的
混
迷
は
朝
野
を
蔽
い
、
大
明
帝
園
は
そ
の
混
乱
の
果
て
に
滅
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
政
争
の

中
で
、
時
の
宰
相
を
は
じ
め
顛
官
と
詩
文
に
よ
る
布
衣
の
交
わ
り
を
結
ん
だ
山
人
が
、
そ
の
名
を
借
り
て
彼
我
の
門
を
往
来
し
、
あ
る
い
は
流

言
飛
語
を
担
造
し
、
あ
る
い
は
陰
謀
術
策
を
め
ぐ
ら
し
て
暗
躍
す
る
の
に
、
恰
好
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
東
林
黛
の
李

卜

(
『東
林
同
志
録
』
に
名
が
み
え
る
)
は
、
反
釘
汲
の
好
行
を
非
難
し
た
上
奏
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

朝
廷
の
言
官
を
設
け
、
こ
れ
に
仮
す
る
に
権
勢
を
以
て
す
る
は
、
も
と
責
む
る
に
諸
司
を
糾
正
し
、
非
法
を
奉
刺
す
る
を
以
て
な
り
。

:
:
今
は
乃
ち
深
く
戚
腕
近
侍
(
外
戚
と
宣
官
)
と
結
び
、
大
僚
を
威
制
し
、

日
々
に
請
寄
を
事
と
し
、
贋
く
賂
遣
を
納
め
、
要
衣
小
車
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に
て
、
市
障
を
逝
遊
し
、
娼
優
と
押
れ
比
し
み
、
或
い
は
商
買
の
家
に
就
飲
し
、
或
い
は
山
人
の
室
に
流
連
す
む

(『明
史
』
巻一

一一二
六
)
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こ
れ
に
よ
れ
ば
山
人
と
の
交
際
を
積
極
的
に
求
め
た
の
は
、
む
し
ろ
官
僚
の
方
で
あ
っ
た
。
ま
た
寓
暦
帝
の
寵
妃
、
鄭
貴
妃
の
父
で
、
自
ら

の
外
孫
を
皇
太
子
と
す
べ
く
策
略
を
霊
く
し
、
政
治
的
紛
援
を
引
き
起
こ
し
た
鄭
承
憲
も
ま
た
、
「
楠
を
抱
き
好
を
寂
し
、
儲
試
を
窺
い
規
い

て
、
日
々
に
紹
瑠

({盟
国
)
と
往
来
し
て
、
杯
酌
に
て
綱
移
し
、
且

つ
は
廃
く
山
人

・
術
士

・
縦
黄

(
借
と
遁
士
)
の
流
と
結
ぶ
」

(『明
史
』
を

二
一一
一一一一)
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
強
い
危
機
意
識
を
も

っ
た
東
林
鎮
の
清
廉
の
士
か
ら
見
れ
ば
、
山
人
は
{
臣
官
、
外
戚
お

よ
び
彼
ら
と
結
ぶ
好
黛
の
仲
間
も
し
く
は
走
狗
で
あ
り
、
排
撃
す
べ
き
存
在
で
あ

っ
た
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
冒
頭
に
あ
げ
た
鳴
夢
龍

『掛

校
児
』
の
「
山
人
」
詩
に
み
え
る
山
人
の
せ
り
ふ
に
、
「
京
中
某
老
先
、
郷
中
某
老
先
」
と
あ
っ
た
「
老
先
」
は
「
老
先
生
」
の
略
で
あ
ろ
う

が
、
明
代
で
は
宣
官
が
大
臣
を
呼
ぶ
の
に
用
い
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
山
人
は
、
そ
の
物
言
い
ま
で
が
{
臣
官
の
口
吻
さ
な
が
ら
で
あ

っ
た
と
み
え

る
山
人
を
め
ぐ
る
も
う

一
つ
の
枇
曾
問
題
は
遺
境
に
あ

っ
た
。
こ
の
時
期
の
明
帝
園
が
南
倭
北
虜
の
外
患
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
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た
周
知
の
事
賓
で
あ
ろ
う
。
そ
の
造
境
の
軍
事
地
帯
に
あ

っ
て
、
あ
る
い
は
モ
ン
ゴ
ル
箪
と
針
時
し
、
あ
る
い
は
朝
鮮
へ
の
援
軍
と
し
て
日
本

と
戦
う
将
帥
た
ち
が
、
山
人
と
交
際
し
、
そ
れ
が
軍
事
費
逼
迫
の

一
因
と
な

っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
山
人
は
こ
こ
で
も
都
で
と

同
じ
く
、
あ
ら
ぬ
流
言
を
散
布
し
、

か
っ
そ
れ
は
都
と
遺
地
、
明
側
と
外
敵
の
隻
方
に
麿
ま

っ
て
、
様
々
な
悪
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
ま
さ

に
由
々
し
き
事
態
で
あ

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ボ
ハ
イ
の
兵
乱
と
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
が
は
じ
ま
る
前
の
年
、
都
で
は
山
人
、
集
新
塩
の
怪
文
書
騒
動
が
起
っ
た
寓
暦
十
九
年
、
兵
部
向

書
の
石
星
は
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
強
い
警
告
を
琵
し
、
次
の
よ
う
に
建
議
し
た
。

在
内
の
諸
臣
は
、
並
び
に
私
書
を
以
て
督
撫

・
将
官
に
抵
て
嶋
托
す
る
を
得
ず
。
そ
の
山
人

・
星
相

・
醤
卜
の
諸
人
、
刺
を
持
ち
て
督

燦

・
将
官
の
も
と
に
詣
で
、
第
す
こ
と
を
求
む
る
所
有
る
、
及
び
簡
を
買
い
禽
を
占
め
、
盟
法
を
干
碍
す
る
者
は
、
即
ち
詐
係
に
係
れ
ば
、

一
切
拒
絶
し
て
、
且
つ
名
を
以
て
聞
せ
よ
。

(『
官
同
暦
疏
紗
』
巻
三
七
「
権
発
急
務
疏
」
)



つ
ま
り
都
の
高
官
の
紹
介
肢
を
も
っ
た
山
人
が
、
連
境
の
線
督
、
巡
撫
な
ど
の
文
官
や
武
将
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
色
々
と
頼
み
ご
と
を
し
、

(n) 

ま
た
兵
糧
と
盟
引
を
交
換
す
る
権
利
を
買
い
占
め
、
盟
法

(開
中
法
)
を
撹
乱
す
る
不
正
を
防
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
石
星
は
こ
れ
だ

け
で
は
安
心
で
き
ず
、
更
に
右
に
つ
づ
く
文
面
で
、
各
省
の
督
撫
が
毎
季
ご
と
に
山
人
の
干
求
の
有
無
を
報
告
し
、
も
し
手
紙
な
ど
を
も
っ
て

干
謁
す
る
こ
と
な
し
と
報
告
し
て
お
き
な
が
ら
、
山
人
・
星
相
な
ど
が
依
然
と
し
て
「
潜
行
往
来
し
、
利
を
得
る
こ
と
算
う
る
無
き
」
ょ
う
で

あ
れ
ば
、
手
紙
を
出
し
た
者
と
受
け
取
っ
た
者
の
讐
方
を
慮
罰
す
る
よ
う
、
念
の
入
っ
た
提
案
を
し
て
い
る
。
い
か
に
深
刻
な
事
態
で
あ
っ
た

か
が
知
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
石
星
の
苦
心
の
建
議
も
水
泡
に
蹄
し
た
こ
と
は
、
先
の

『貫
録
』
の
記
事

(
H
)
が
示
し
て
い

る。
石
星
の
建
議
が
放
果
を
あ
げ
な
か
っ
た
理
由
は
、
要
は
そ
こ
に
大
き
な
利
穫
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
特
に
盟
法
を
め
ぐ
る
利
権
に
は
、

嘗
然
な
が
ら
都
の
高
官
と
結
託
し
た
商
人
が
介
在
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
山
人
は
高
官
だ
け
で
な
く
商
人
の
意
向
を
も

た
山
人
の
も
た
ら
す
利
益
は
、
都
の
高
官
や
商
人
だ
け
で
は
な
く
、
山
人
を
迎
え
る
遺
地
の
官
僚
、
武
将
の
側
に
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ボ
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受
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
「
名
は
山
人
と
篤
す
も
、
心
は
商
買
と
同
じ
」
と
言

っ
た
の
は
李
卓
吾
で
あ
っ
た

(
『
焚
書
』
巻
二

「
復
焦
弱
侯
」
)
。
ま

ハ
イ
の
乱
で
赫
々
た
る
戦
功
を
た
て
た
粛
如
薫
に
つ
い
て
『
明
史
』
の
惇

(袋
二
三
九
)
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

隆
慶
よ
り
後
、
款
市
既
に
成
り
、
峰
爆
は
警
少
な
し
。
登
下
は
鎮
帥
を
頑
て
外
府
と
矯
し
、
山
人
雑
流
、
朝
士
の
尺
眉
を
乞
う
て
往
く

者
、
欲
す
る
所
を
曜
か
、ざ
る
は
な
し
。
刻
鎮
の
戚
縫
光
は
能
詩
の
名
あ
り
、
尤
も
文
士
を
延
く
を
好
み
、
貨
を
傾
け
て
結
納
す
る
に
、
軍

府
よ
り
取
足
す
。
如
薫
も
ま
た
詩
を
能
く
し
、
士
こ
れ
に
趨
く
こ
と
驚
る
が
若
く
、
賓
座
常
に
満
つ
。
妻
の
楊
氏
、
縫
妻
の
南
氏
は
皆
貴

家
の
女
、
箸
粛
を
脱
し
て
客
に
供
す
る
も
猫
足
ら
ず
。
軍
中
こ
れ
を
患
苦
す
る
も
、
如
薫
は
却
く
る
能
わ
ざ
る
な
り
。

一
時
の
風
曾
倫
ぶ

所
、
諸
遣
の
物
力
た
め
に
耗
し
、
識
者
は
こ
れ
を
嘆
く
。
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夫
人
の
か
ん
ざ
し
ゃ
耳
飾
り
ま
で
責
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
は
、
山
人
の
た
か
り
振
り
も
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
軍
費

を
匪
迫
し
た
と
い
う
の
も
納
得
で
き
よ
う
。
し
か
し
粛
如
蒸
あ
る
い
は
戚
繕
光
に
し
て
も
、

た
だ
詩
が
好
き
だ
と
い
う
自
分
の
遁
梁
の
た
め
に

だ
け
、
こ
こ
ま
で
し
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
に
は
な
に
か
メ
リ

ッ
ト
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
都
か
ら
来
る
山
人
の
も
た
ら
す
中

央
政
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
は
、
た
と
え
デ

マ
が
多
か
っ
た
と
し
て
も
彼
ら
に
は
貴
重
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
他
に
よ
り
賓
質
的
な
利
盆
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
大
勢
や

っ
て
く
る
山
人
が
す
べ
て
無
能
有
害
な
輩
の
み
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
戚
縫
光
は
倭
定
平
定
で
名

撃
を
博
し
た
が
、
そ
の
幕
下
で
は
先
に
「
山
人
歌
」
の
と
こ
ろ
で
名
前
の
出
た
沈
明
臣
と
、

か
の
有
名
な
徐
清

(青
藤
山
人
)
が
書
記
を
務
め

て
い
た
。
彼
ら
の
提
言
や
戦
略
は
戚
繕
光
に
と
っ
て
有
盆
な
も
の
で
あ
っ
た
し
、
著
名
な
詩
人
を
幕
下
に
お
い
た
こ
と
は
、
彼
の
名
撃
を
高
め

る
こ
と
に
も
役
立
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
遺
境
の
武
将
と
山
人
と
の
交
際
を
、
文
雅
を
重
ん
じ
る
時
代
の
風
潮
の
せ
い
に
だ
け
し
て
し
ま
う
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
山
人
の
活
動
は
明
末
の
内
憂
と
外
患
の
整
方
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
。
し
か
も
遺
境
に
行

っ
た
山
人
は
都
の
大
官
の
紹
介
状
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を
手
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
山
人
に
と

っ
て
み
れ
ば
爾
者
は
結
局
同
じ
こ
と
で
あ
っ
た
。
内
憂
と
外
患
の
接
貼
に
立
つ
の
が
山
人
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
明
帝
国
滅
亡
の
一
因
が
山
人
の
活
動
に
あ
っ
た
と
い
つ
で
も
あ
な
が
ち
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
嘗
時
の
人
々
が
、
こ
の
山

人
の
活
動
に
危
機
を
感
じ
た
の
も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

(4) 

山
人
像
の
嬰
化

沈
徳
符
の

『寓
暦
野
獲
編
』
が
山
人
に
つ
い
て
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
彼
が
同
時
代
の
山
人

に
批
判
的
な
目
を
向
け
た
の
も
嘗
然
で
あ
る
。
し
か
し
沈
徳
符
は
必
ず
し
も
山
人
を
全
面
的
に
非
難
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
在
京
山
人
追

放
の
思
詔
を
「
快
事
」
で
あ
り
、
山
人
の
活
動
は
目
に
あ
ま
る
と
し
な
が
ら
も
、
す
ぐ
そ
の
後
で
、
清
朝

(
現
在
の
朝
廷
)
は
太
平
の
め
で
た

さ
で
、
高
民
が
み
な
皇
帝
の
「
浩
蕩
の
恩
」
に
浴
し
て
い
る
の
に
、

ひ
と
り
鼠
輩
(
山
人
を
さ
す
)
に
の
み
多
く
責
任
を
求
め
る
の
は
、
「
失



韓
」
と
言
う
の
は
構
わ
な
い
が
、

や
り
す
ぎ
だ
と
言
う
の
は
安
嘗
で
な
い
、
と
遮
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
山
人
追
放
は
、

や
り
す
ぎ
で
は
な
い
に

せ
よ

(
お
そ
ら
く
一
部
に
そ
の
よ
う
な
意
見
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
)
、
「
失
龍
」
す
な
わ
ち
み
っ
と
も
な
い
こ
と
で
は
あ
る
と
し
て
、
暗
に
す
べ
て

の
責
任
が
山
人
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
。

彼
に
と
っ
て
む
し
ろ
問
題
は
、
山
人
の
質
が
饗
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
南
京
の
「
蓬
客
鳴
寛
銭
」
ぐ
ら
い
は
ま
だ
小
さ
な
出
来

事
で
あ
る
が
、
北
京
の
「
績
憂
危
紘
議
」
と
な
る
と
、
こ
れ
は
も
う
由
々
し
き
事
件
で
あ
る
。
「
山
人
歌
」
が
描
寓
し
た
山
人
の
醜
態
も
ひ
ど

い
が
、
現
在
に
比
べ
る
と
そ
の
十
分
の
一
に
も
な
ら
な
い
。
そ
し
て
巌
嵩
と
呉
媛
、
徐
階
と
沈
明
臣
、
衰
燥
と
王
稼
登
、
申
時
行
と
陸
態
陽
な

ど
嘉
靖
か
ら
蔦
暦
前
期
の
相
門
と
山
人
の
布
衣
の
交
わ
り
は
、
ま
だ
穫
に
か
な
っ
て
い
た
が
、
今
の
山
人
は
召
使
や
俳
優
と
同
じ
で
あ
る
、
と

ぃ、っ
。

し
か
し
は
た
し
て
沈
徳
符
の
考
え
る
よ
う
に
山
人
が
饗
質
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
時
代
の
方
が
饗
化
し
た
の
か
は
、
に
わ
か
に
決
し
が
た
い

問
題
で
あ
ろ
う
。
山
人
に
針
す
る
最
大
の
非
難
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
、
流
言
飛
語
を
控
造
し
、
時
に
そ
れ
を
印
刷
し
て
贋
め
た
と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
流
言
飛
語
と
い
う
の
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
情
報
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
情
報
の

一
種
で
あ
る
。
火
の
な
い
と
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こ
ろ
に
煙
は
立
た
な
い
喰
え
の
と
お
り
、
流
言
飛
語
に
も

一
抹
の
巽
賓
は
あ
る
は
ず
だ
。
そ
も
そ
も
事
賓
無
根
の
流
言
飛
語
が
廃
ま
る
は
ず
が

な
い
。
蔦
暦
の
中
期
よ
り
枇
舎
の
嬰
動
に
よ
っ
て
、
情
報
の
果
た
す
役
割
が
急
激
に
増
大
し
た
結
果
、
も

っ
ぱ
ら
情
報
を
武
器
に
活
動
す
る
山

人
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
隠
れ
て
い
た
様
々
な
矛
盾
が
一
奉
に
額
在
化
し
、
そ
の
た
め
山
人
に
非
難
の
矢
が
集
中
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

た
だ
し
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
別
の
覗
黙
か
ら
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
翠
げ
た
資
料
は
、

『
寓
暦
野
獲

編
』
を
も
含
め
て
、
す
べ
て
外
部
か
ら
山
人
を
見
た
も
の
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
焦
鈷
は
ど
う
し
て
も
山
人
の
マ

イ
ナ
ス
面
に
集
ま
り
が
ち
で
あ

る
。
山
人
の
内
側
か
ら
、
彼
ら
の
活
動
を
よ
り
具
龍
的
に
検
誼
し
て
み
れ
ば
、
彼
ら
の
活
動
の
別
の
面
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
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れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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註(
I
)

『明
治
民
歌
時
制
集
』
(
上
海
出
籍
州
版
社

二
二
六
頁
。

(
2
)

余
又
間

一
笑
話
云
、
有
謁
選
得
郷
民
際
知
際
者
。
一

日
綜
八
ム
出
、

郷
民
負
之
而
行
。
至
中
途
微
雨
、
肝
肺
公
吟
日
、
「
ム
叩
背
官
卑
浸
奈
何
、

紛
紛
細
雨

一
人
駄
。
」
後
二
句
未
就
。
叫
側
民
請
白紙
之
一宏
、
「
口
中
喝
遁

局
紙
鋭
、
手
抱
板
子
脚
奔
波
。
」
牒
公
目、

「到
也
的
体
。
」
郷
民
遜

放
将
公
一J
地
、
釣
之
打

一
恭
而
言
目
、
「
不
敢
欺
、
並
(
質
本
山
判
的
山

人
也
就固定
小
的
。
」
(
同
右
二
二
七
頁
)

(
3
)

同
右
四
二
九
頁
。

(
4
)

此
歌
筋
議
訪
山
入
管
閑
事
一山
作
、
故
末
有
放
手
隣
人
之
旬
。
或
云

張
伯
起
先
生
作
、
非
也
。
益
奮
有
此
歌
而
伯
起
復
潤
色
之
耳
。
(
同

右
四
三
二
頁
)
伯
起
は
張
鳳
契
の
字
。

(
5
)

張
伯
起
孝
康
長
王
百
穀
八
歳
、
亦
痛
悪
王
属
人
。
図
作
山
人
歌
罵

之
。
其
描
・日
付
醜
態
、
可
謂
山
輩
出
。
初
直
4
1

百王
姓
名
、
友
人
規
之
、
改

作
沈
お
則
明
臣
、
復
有
止
者
、
放
沈
去
之
。
「山
人
歌
」
元
明
史
料

筆
記
叢
刊

『誠
暦
野
狼
編
』
(
中
華
書
局
一
九
五
九
)
五
八
五
頁
。

(6
)

六
歳
時
、
大
父
雨
若
翁
携
余
之
武
林
、
遇
眉
公
先
生
跨
一
角
鹿
矯

銭
唐
瀞
客
、
針
大
父
目
、
「
間
文
孫
昔
皆
既
封
、
五
日
面
試
之
。
」
指
扉
上

李
白
騎
鯨
岡
日
、
「
太
白
騎
鯨
、
采
石
江
透
妨
夜
月
。
」
余
感
日
、

「
眉
公
跨
成
、
銭
腐
牒
裳
打
秋
風
。
」
庖
公
大
笑
起
限
目
、
「
那
得
霊

糾
若
此
、
吾
小
友
也
。
」
張
岱
「
白
筋
墓
誌
銘
」

(
『部
嫁
文
集
』
谷

五
)

(7
)

明
代
の
山
人
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
正
「
明
代
山
人
考」

(『
清
水
博

士
追
悼
記
念
明
代
史
論
叢
』

大
安

一
九
六
二
)
、
大
木
康
「
山

一
九
八
七
)
上
加

入
販
機
協
と
そ
の
出
版
活
動
」

(
『山
根
幸
夫
政
授
退
休
記
念
明
代
史

論
叢
』

汲
古
書
院

一
九
九

O
)
、
金
文
京

「中
園
近
世
に
お
け

る
知
識
人
の
性
格
|

|
i
明
代
の
山
人
を
手
が
か
り
と
し
て
」

(『
中
園

史
筆
』
第
七
谷
中
園
史
撃
曾

一
九
九
七
)
、
金
文
京
「
晩
明
山

人
之
活
動
及
其
来
源
」

(『
中
図
典
籍
輿
文
化
』
一

九
九
七
|

一

江

蘇
十
u
籍
出
版
刷
)
参
照
。

(8
)

沈
徳
符
の
略
停
は
、
銭
謙
貸

『列
朝
詩
集
小
傍
』
丁
集
下

「沈
先

輩
抽
出
符
」
に
み
え
る
。

(9
)

牽
湾
中
央
研
究
院
歴
史
詩
言
研
究
所
影
印
本
に
掠
る
。
以
下
向
。

(
刊
)
久
口
腔
泰

『明
史
紀
事
本
末
』
巻
六
七
「
争
圏
本
」
参
照
。

(
日
)

註

(
5
)
前
掲
金
百
八
七
三
頁
。

(
ロ
)

「
紳
宗
資
銀
』
巻
三
O
八

・
寓
暦
二
十
五
年
三
月
己
未

(五
七
七

一
頁
)
。

(
日
)

岡
野
昌
子

「寓
暦
二
十
年
率
夏
兵
愛
」

(小
野
利
子
編

『明
末
清

初
の
枇
舎
と
文
化
』

京
都
大
与
人
文
科
向
学
研
究
所

一
九
九
六
)

出合昭…
。

(μ
)
同
右
五
八
八
頁
参
照
。

(
日
)

『明
史
紀
事
本
末
』
巻
六
七
「
争
図
本
」
高
暦
三
十
年
の
保
参
照
。

(
日
)

『明
史
紀
事
本
末
』
巻
六
六
「
東
林
黛
議
」
寓
暦
三
十

一
年
の
係
、

及
び
佐
藤
文
俊

『明
代
王
府
の
研
究
』
(研
文
出
版

一
九
九
九
)

第
凶
章
「
明
代
の
楚
王
府
ー
ー
そ
の
政
治
史
的
側
面
」
参
照
。

(
口
)

註

(
5
)
前
掲
書
八
七
七
頁
。

(児
)

『明
史
紀
事
本
末
」
巻
六

O
「
俺
答
封
貢
」
寓
暦
四
十
一
年
の
係

参
照
。
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(
川
口
)
こ
の
時
期
の
透
境
に
お
け
る
明
と
異
民
族
と
の
経
済
関
係
に
つ
い

て
は
、
岩
井
茂
樹
「
十
六

・
十
七
世
紀
の
中
図
透
境
枇
舎
」
(
『明
末

清
初
の
枇
曾
と
文
化
』)
参
照
。

(
初
)
蓋
神
間
中
央
研
究
院
漢
籍
電
子
文
献
漢
籍
全
文
資
料
庫
の

『明
賓

録
』
に
よ
っ
て
検
索
を
行
っ
た
結
果
で
あ
る
。

(
幻
)

『通
俗
編
』
巻
十
八
「
構
謂

・
老
先
」
に
、
「
按
前
明
太
監
総
卿

大
夫
毎
日
老
先
而
一小
云
生
。
」
と
あ
る
。

(n)
「買
禽
」「
占
街
」
の
「
禽
」
と
は
、
盤
引
を
買
う
権
利
を
い
う
。
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明
代
中
期
以
降
、
こ
の
権
利
は

一
部
の
権
勢
家
や
官
僚
に
濁
占
さ
れ
、

商
人
は
彼
等
か
ら
「
禽
」
を
買
わ
ず
に
堕
引
を
入
手
す
る
こ
と
が
難

し
く
な
り
、
開
中
法
が
崩
壊
す
る
原
因
と
な

っ
た
。
詳
し
く
は
和
田

清
編
「
明
史
食
貨
志
議
注
』
(
「
東
洋
文
庫
論
叢
」
四
十
)
「
盟
法
」

の
法
(
三
七
九
)
、
中
山
八
郎
「
開
中
法
と
占
寓
」
(
『池
内
博
士
還

暦
記
念
東
洋
史
論
叢
』

東
京
座
右
賓
刊
行
曾

一
九
四

O
)
参
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the division of tax revenues between the ordo and the nationa】government con-

tinued from the early to the last stage of the dynasty, and that it is thought that

the subordinates of the regional military commander 藩帥were placed under the

authority of prefectural officesin the latter half of the dynasty｡

　　　

In conclusion, this study makes clear that prefectures attached to the ordo

were influenced by the fanzhen system, and this fact may provide several new

perspectives in the study of Liao history and that of the East Asia after the tenth

century･

THE ACTIVITIES OF THE SHANREN 山人

　　

IN THE WANLI ERA OF THE MING

Kin Bunkyo

　　

The serious social problem posed by the literatiknoｗｎａｓｓｈａｎｎｎ山人who

sold their services in the Wanli era of the late Ming had already come to the

attention of many their contemporaries, and ａ number of studies regarding them

have previously been conducted. Nevertheless, a good deal of the details of the

specificactivitiesof the shanren remains obscure. This study seeks to clarifythe

picture of the activitiesof the shanren of the period by using the“Shanren” 山人

section in the twenty-third fascicleof the Ｗα必y九励丿匹萬暦野獲編-of Shen

Defu沈徳符and also by carefully examining the description of the shanren in the

“Shenzong shilu" "紳宗青録”portion of the Ｍｉｎｇｓkilｗ明青録｡

　　

Behind the ostensible prosperity of the Wanli era, contradictions in the milit-

ary and economic situationin outlying regions deepened, while at the center inci-

dents of anonymous letters eχposing misconduct, which grew out of the confronta-

tion of the emperor and his courtiers over the crown prince, frequently occurred

and factional fightingintensified. These domestic problems and foreign troubles

brought an end to the Ming dynasty, and the activitiesof the shanren in dealing

with the ｅＣｏｎｏ皿Cproblems of the outlying regions, which were at the core of

both domestic and foreign problems, and their profound involvement with both fac-

tions involved the letter incidents at the center can be gleaned from ａreading of

the“Shenzong shilu.”Furthermore, it can be presumed that the shanren were in-

volved in the ｎｅχusof the domestic and foreign problems. The firstnote of the

shanren appeared in　ＭｉｎｇｓhilｗΥecordfor the year Wanli 12. This is not to sue-

gest that the shanren had not existed previously, but that their activitiesonly be-
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came ａ serious politicaland socialissue after the WanH era. In this sense, it can

be said that the activitiesof the shanren were ａ special phenomenon of the Wanli

era. Heretofore, most evaluations of the shanren have been negative, but, in

order to grasp the society and the politicsof the age, it is necessary to analyze

the activitiesof the shanren objectively.To this end, it is indispensable that the

historicalmaterials left by the shanren themselves be examined, and such is the

object ofａ forthcoming study by this author.

ON THE REORGANIZATION OF COMMERCIAL ASSOCIATIONS

　　　　

OF ＧＵＡＮＧＤＯＮＧ：FOCUSING ON THE GUANGZHOU

　　　　　　　

MUNICIPAL CHAMBER OF COMMERCE

Chen Laiχing

　　

The primary goals of this study are to trace the creation and development of

the commercial associations of Guangzhou 廣州and clarifytheirrelationship to the

Guomindang and the Nationalist government. The Guangzhou General Chamber of

Commerce廣什|總商會(1905), an outgrowth of the Seventy-two Guilds 七十二

行, the Guangzhou City Chamber of Commerce廣什l市市商會(1924), composed

of small and medium-sized business, and the Guomindang associated Guangzhou

Merchants Association 廣州市商民協會(1925), theをst to be established on a

nationwide basis, were dissolved after having existed together for five years, and

merged into the Guangzhou Municipal Chamber of Commerce 廣州市商會(1931).

The merger had been made possible by the promulgation of the new Chamber of

Commerce Law商會法in August 1929. The law reflected the principleoにruling

the nation through the party" 以黛治國, eliminating anti-revolutionarymerchants,

and closing offthe path for merchants to participatein merchant associations as in-

dividuals.Analyzing the composition of the Guangzhou Municipal Chamber of Com-

merce and the reports of its revenues, one recognizes the continuity with the

General Chamber of Commerce in its 丘nalstage and grasps the strengthening of

the representation by units of the Trade Associations 同業公會. Thus, relations

with the government and various social groups grew closer becoming indivisible.

Simultaneously, with the deliberate creation of the new image of merchants as

“revolutionary" or “progressive,"the concrete policy of the party and nation to

promote the production and sale of domestic products was promoted and dissemi-

nated through the Municipal Chamber of Commerce｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－j－
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